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抄録
本稿は，障害者雇用をめぐる国際的理念の変遷を概観し，日本の現状と課題を批判的に検討する．
1983 年の国際労働機関（ILO）第 159 号条約は，障害者の職業リハビリテーションと雇用を各国に求
め，特に発展途上国において生活保障としての就労確保を重視した．その後，2006 年に採択された
国連障害者権利条約（CRPD，日本は 2014 年に批准）第 27 条では，障害者が「開かれた，包摂的で，
アクセス可能な労働市場」で働く権利が明記され，締約国には特別枠に隔離せず，主流の労働市場
へ包摂することを志向する国際的規範が形成された．さらにILOが1999年に提唱したディーセント・
ワーク（DW）は，障害者に限定されない普遍主義的な枠組みを提示した上で，①仕事の創出，②社
会的保護，③社会対話，④仕事における権利の保障の 4つの戦略目標を掲げ，就労の量だけでなく質
を重視する枠組みを国際的に定着させた．加えて，1990 年代以降，欧州では就労統合型社会的企業
（WISE）やソーシャルファームが，刑余者やひとり親，移民など多様な就労困難層を包摂する制度
として整備され，米国でも差別禁止法体系や労働力革新機会法（WIOA）による障害を含めた就労困
難者全般に対するワンストップ支援が展開されてきた．これに対し日本は，障害者雇用率制度と生活
困窮者自立支援が縦割りで並立し，DWの普遍主義や，WISEやWIOAに見られる包摂性には至ってい
ない．「障害」のみを対象とする支援施策は，多様な就労困難に隠れた障害や疾患のある人々を周縁
化し，支援のアウトリーチから取り残されたままにする可能性がある．他方で，超短時間雇用モデル，
東京都のソーシャルファーム認証条例，ニューロダイバーシティ雇用，高等教育機関からキャリアへ
の移行支援といった自治体・民間・教育機関の実践は，普遍主義に基づく包摂の萌芽と評価できる．
本稿は，日本がILO第 159 号条約的な枠組みに留まる現状を指摘しつつ，普遍的・包摂的な政策設計
の必要性を論じるとともに，障害者や病弱者などを含む就労困難層に適した「雇用の質」の再定義を
提示する．

キーワード： ディーセント・ワーク，就労統合型社会的企業，障害者雇用，国連障害者権利条約，ニュー
ロダイバーシティ雇用

特集： 障害者の就労を通じたダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンの再考
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I．はじめに

就労は人間の生活においてさまざまな意味を持つ．第
一に，労働を通じた収入の獲得は「生活保障」を支える
基盤である．日本の場合は，欧州（特に北欧・西欧）や
米国・英国と比較すると，社会支出全体の規模は大きい
ものの，その多くが年金と医療に偏っており，失業や所
得保障といった生活保障制度は相対的に限定的である
[1]．このため，生活費を賄う上では，労働収入への依
存が依然として大きい．第二に，労働は厚生年金や医療
保険などの社会保障制度にアクセスするための接続点と
もなっている．就労から排除されることは，社会保障か
らの排除にもつながる危険性を孕んでいる．第三に，労
働は，学校社会を卒業した後，人々が社会参加するため
の主要な手段となっている．我々は，職業を通じて社会
的なアイデンティティや役割を確立しており，労働から
の排除は，社会的アイデンティティ形成にも大きな障壁
となる．

何らかの障害や疾患のある人々にとって，これら三つ
の要素は，健常者とは異なる様相を持つ．例えば，障害
や疾患の状況から長時間・長期間の安定した労働が困難
な場合，労働が「生活保障」としての機能を十分に果た
すことは難しい．加えて，日本の労働慣行として特徴的
なメンバーシップ型雇用[2]においては，長時間・長期
間，フルタイムに近い形で，所属する会社から求められ
るジェネラリスト的な労働要請に応えることを基礎とし
て，生活保障と社会保障が得られる形とも言える．労働
社会の主流である一般企業において，この雇用慣行が支
配的な社会状況下では，例えば長時間働けないなどの状
況があると，就労への道が閉ざされやすい構造となって
いる．結果として，福祉的就労や公的扶助が選択肢とな
りがちとなり，その場合，第三の「社会的アイデンティ
ティ形成」の側面は，社会の主流ではない特別な場所で
の実現が暗黙のうちに求められることとなる．したがっ
て，障害者雇用をめぐる政策や理念を考える際には，こ
れら三側面のバランスを精査する必要がある．

Abstract

This paper reviews the evolution of international principles on the employment of persons with disabil-
ities, and critically examines the current situation and challenges in Japan. The International Labour Or-
ganization (ILO) Convention No. 159, adopted in 1983, required States to provide vocational rehabilitation 
and employment opportunities for persons with disabilities, with a particular emphasis on securing work as 
a means of livelihood in developing countries. Subsequently, Article 27 of the United Nations Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD; adopted in 2006 and ratified by Japan in 2014) explicitly 
recognized the right of persons with disabilities to work “in a labour market and work environment that is 
open, inclusive, and accessible,” thereby establishing an international norm encouraging State Parties to 
pursue inclusion in the mainstream labour market rather than segregation into special schemes. Further-
more, the concept of Decent Work (DW), introduced by the ILO in 1999, presented a universalist framework 
beyond disability, articulating four strategic objectives— (1) employment creation, (2) social protection, (3) 
social dialogue, and (4) rights at work— and establishing an internationally recognized paradigm that val-
ues not only the quantity, but also the quality of employment. Since the 1990s, Europe has institutionalized 
Work Integration Social Enterprises (WISEs) and Social Firms to include diverse disadvantaged groups 
such as ex-offenders, single parents, and migrants. In the United States, anti-discrimination legislation and 
the Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) have provided comprehensive one-stop support for 
a broad range of disadvantaged workers, including persons with disabilities. In contrast, Japan maintains a 
dual structure comprising a disability employment quota system and welfare-based support for the poor, 
without yet having achieved the universality of DW or the inclusivity exemplified by WISE and WIOA. 
Policies focused solely on “disability” risk marginalizing individuals with hidden impairments or chronic 
illnesses, leaving them beyond the outreach of existing measures. At the same time, innovative practices 
such as ultra-short-time employment models, the Tokyo Metropolitan Governmentʼs Social Firm Certifica-
tion Ordinance, neurodiversity employment initiatives, and career transition support from higher education 
institutions can be regarded as emerging efforts toward universalist inclusivity. This paper highlights that 
Japan remains largely within the framework of ILO Convention No. 159, while arguing for the necessity of 
universal and inclusive policy design, and presents a redefinition of “quality of work” that is appropriate for 
persons with disabilities, people with chronic health conditions, and other disadvantaged groups.
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本稿では，障害者雇用をめぐる国際的理念の変遷を整
理し，日本の現状と課題を批判的に検討する．その上で，
障害者や病弱者を含む就労困難層に適した「雇用の質」
の再定義を提案し，普遍的・包摂的な政策設計の必要性
について論じる．

II．国際的理念の変遷

1．ILO第159号条約（1983）
歴史を振り返ると，1983 年に国際労働機関（ILO）で
採択された「障害者の職業リハビリテーション及び雇用
に関する条約（第 159 号条約）」[3]は，各国に対し障害
者の職業リハビリテーションと雇用機会の確保を制度
的に推進することを求めた点で画期的であった．その
背景には，1976 年の国連総会決議で「国際障害者年」
を 1981 年に設定し，さらに 1982 年の「障害者に関する
世界行動計画」の採択を経て，1983 年から 1992 年まで
の「国際障害者の十年」が始動するという国際的潮流が
あった．159 号条約は，障害者を隔離的な保護雇用に限
定するのではなく，可能な限り一般労働市場における雇
用を促進することを原則として打ち出した点に特徴があ
る．もっとも，条約の理念は共通していても，その解釈
と実装には地域差がみられた．とりわけ社会保障制度が
十分に整備されていなかった発展途上国においては，労
働を生活保障の手段として位置づける傾向が強調された
のに対し，先進国では，雇用が社会的アイデンティティ
形成やキャリア形成と結びつく側面に重点が置かれる傾
向があった．このように，159 号条約は国際的に共通の
理念を提示しつつも，各国・地域の社会経済的文脈に応
じた受容の仕方に差異が存在していたと言える．

2．ディーセント・ワーク（1999）
その後の1999年，ILOのフアン・ソマビア事務局長は，

ディーセント・ワーク（Decent Work, DW）の概念を国
際的に提唱した[4]．DWは障害者や特定の少数派に限ら
ず，すべての労働者を対象として，働きがいのある仕事
に人々を包摂し，誰も取り残さないことを目指してい
る．また，DWの「四つの戦略目標」は以下の通りである．
①仕事の創出（生産的で，公正な収入をもたらす仕事
の機会を創出する），②社会的保護（すべての人に社会
保障を提供し，安全な労働条件と社会保障を確保する），
③社会対話（政府と労使の間の三者間の社会対話がDW
実現の中心的役割を担う），④仕事における権利の保障
（労働者の基本的権利，特にILO宣言で定められた権利
を尊重する）．このように，DWの概念は，雇用において，
障害だけに限らない「普遍主義的な包摂」を国際的に提
唱した点と，雇用の量を強調する施策から雇用の質への
重点の転換を象徴している点で社会的意義が大きい．

3．国連障害者権利条約（2006）
さらに，2006 年に採択され，2014 年に日本が批准し

た国連障害者権利条約（Convention on the Rights of Per-
sons with Disabilities: CRPD, 2006）[5]も，雇用・労働に
関する国際的理念に影響を与えている．障害者権利運動
の到達点の一つと位置づけられるCRPDでは，その第 27
条に，障害者が「開かれた，包摂的で，アクセス可能な
労働市場」で働く権利が明記されている．これにより，
障害者を特別な雇用枠に隔離するのではなく，主流の労
働市場に包摂することを志向する国際規範が形成された
といえる．ただし，CRPD自体は，主流の労働市場とは
別に，障害者を対象とした特別な職場や制度的枠組みで
雇用を提供する仕組みである保護雇用を明示的に否定し
てはいない．しかしその後，2022 年に国連障害者権利
委員会が発表した一般的意見第8号[6]では，保護雇用の
廃止への支持と，特別枠に隔離することは 27 条に反し
ており，真に開かれた労働市場での機会が保障されるべ
きであると解釈が明確化された．このように，障害者雇
用の文脈においても，保護雇用によって就労機会や生活
保障を確保するだけでなく，主流かつオープンな労働市
場で，労働の機会と働き方の質をどう担保するかが重要
な論点となっている．

III．国際的な制度と実践

1．欧州におけるWISEとソーシャルファーム
欧州では1990年代以降，就労統合型社会的企業（Work 

Integration Social Enterprise: WISE）の制度的な枠組み
が整備され，障害者だけでなく刑余者，移民，シングル
ペアレントなど多様な就労困難層を対象とした雇用包摂
の取り組みが広がった．特にイタリアの社会的協同組合
（Cooperativa sociale）には，タイプA（福祉サービス提
供）とタイプB（就労機会提供）の二類型があり，この
うちタイプBが後にソーシャルファーム／WISEと位置
付けられる社会的企業の先駆的モデルとも評価されて
いる[7]．英国では中間支援団体であるSocial Enterprise 
UKが，社会的企業の民間主導での認証スキームの整備
を後押しし，社会的価値の可視化を図っている[8]．こ
のように欧州では，制度設計や事業者の理念において，
障害者雇用に限定されない普遍主義的な包摂が広がって
いると言える．

2．米国のADAとWIOA
米国では 1990 年の障害をもつアメリカ人法（Ameri-

cans with Disabilities Act, ADA）が障害差別を包括的に
禁止し，教育から雇用に至る広範な権利保障を定めた．
その後，2014年に成立した労働力革新機会法（Workforce 
Innovation and Opportunity Act, WIOA）は，障害者のみ
ならず「就労に障壁のある人々（individuals with barri-
ers to employment）」を広く対象とし，ワンストップ支
援体制（One-Stop delivery system）の整備を進めた．特
に障害者については職業リハビリテーション局との連携
を義務づけ，学齢期からの移行支援（Pre-Employment 
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Transition Services）を制度化するなど，より強力な包
摂施策が導入されている．しかし，障害に特化した支援
の強化に加えて，より広い就労困難層を含むワンストッ
プ型制度設計の併存は，ILOが掲げるDWの普遍的な包
摂理念に合致する展開として評価できる．

IV．日本の現状

1．障害者雇用率制度
日本では 1976 年に障害者雇用率制度が法定化され，

一定規模以上の企業に障害者の雇用を義務づける仕組み
が整備された．雇用率制度は国際的に見ても，雇用率充
足を強く企業に求める制度である点で特徴的な制度であ
り，日本での障害者の雇用促進に一定の効果を持ってき
た．しかしながら，制度の対象は「障害者かつ障害者手
帳保持者」に限定され，難病や精神疾患，病弱者などの
一部はカバーされない状況が続いている．加えて，一般
企業がフルタイムに近い形で長期雇用を行った際に雇用
率にカウントできる雇用率制度は，生活保障と社会保障
へのアクセスを重視した，前述のメンバーシップ型雇用
に準ずる形の雇用促進に特化している側面があると言っ
て良いだろう．ただし，言葉を選ばずに言えば，その形
の雇用に参加できない障害者は，主流ではなく分離され
た特例子会社や，その他の保護雇用（障害者就労継続支
援事業A型またはB型）等を選択したり，労働機会から
離れた医療福祉サービスでのケアにより保護されること
になりがちである．フルタイム以外の多様な働き方を必
要とする人々の包摂や，キャリア形成を図り労働市場の
主流で高い成功を収めるための支援については，今後の
発展が期待されていると言えるだろう．

2．生活困窮者自立支援制度
2015 年に施行された生活困窮者自立支援制度は，生

活保護に至る前の人々を支援対象とするものであり，就
労支援をその中心に据えている．「生活困窮」という概
念は，ひとり親世帯，若年無業者，高齢単身者，医療・
障害など複合的な課題を抱えつつも福祉制度利用ができ
ていない人など，多様な人々を対象に，就労や住居の支
援等により，セーフティネットを提供することができる．
この点で，普遍主義的な包摂につながる可能性を持つ制
度であり，今後の発展に大きな期待が寄せられる．一
方でこの制度は，障害者雇用率制度とは別個に運用さ
れ，ワンストップ的な両者の連携は極めて限定的である．
2021 年から，重層的支援体制整備事業が始まり，両者
の分断を乗り越える取り組みが社会的には期待されてい
るが，自治体現場では，一般的に障害者と生活困窮者が
異なる部署で扱われ，重複したニーズを持つ人々が取り
残される制度的な構造が残されている．また，制度の経
緯上，「生活困窮の脱出」がゴールに置かれており，労
働市場の主流での成功とキャリア形成については，障害
者雇用率制度と同様に，今後の発展が期待される側面が

ある．

3．日本の制度に残された問題
近年の日本の雇用包摂政策は「障害」と「生活困窮」
の二本柱での展開が生まれている．生活困窮者自立支援
制度はDWの普遍主義的包摂と雇用の質向上を担いうる
枠組みだが，両制度の運用は分離され，さらに刑余者，
ひとり親，病弱者・慢性疾患のある人など，両制度に収
まりにくい就労困難層を包括的に支援する仕組みが乏し
い．これはILOが示す普遍主義的包摂理念からの乖離で
ある．
また，雇用包摂のゴールを生活保障の確保に置くか，
主流市場での成功・キャリア形成に置くかで取り組みの
質は大きく変わる．生活保障を必須条件とすると，長時
間労働が難しく労働収入で生活を賄えない人々が対象か
ら外れかねない．雇用・労働には生活保障のみならず社
会的アイデンティティ形成という側面があるため，短時
間雇用など多様な社会参加の仕組みも見落とすべきでは
ない．ここでも序論で述べた三側面のバランスが問われ
る．

V．日本における萌芽的実践

1．超短時間雇用モデル
日本の一部の基礎自治体が産官学連携で進めている超
短時間雇用モデル[9]は，週あたり数時間（超短時間）
からでも，一般企業で特定の業務役割を持って働く仕組
みを整える．このモデルは，障害や疾患，引きこもり，
高齢など，多様な背景から就労困難な状況にある人々
（長時間，長期間安定して，ジェネラリストとして働く
ことに困難さがある人々）を，一般企業，すなわち労働
市場の主流に包摂するための地域モデルである．企業の
部署内で業務改善を導く超短時間の職務を開拓する機能
と，医療福祉的サポート等のみ潜在している就労困難状
況にある労働者を発掘する機能，そして両者の効果的な
マッチングのための地域スキームを集約した上で，基礎
自治体が主導して，地域にセンターとコーディネーター
を置いて実践を展開するものである．障害者雇用率制度
とは無関係な雇用促進の取り組みであり，複数の自治体
で独自制度として社会実装が広がりつつある．人口減少
により人手不足が顕在化している中小企業を中心に，医
療福祉や情報通信，飲食，小売業など，ジャンルを問わ
ない雇用の広がりが報告されている．

2．東京都ソーシャルファーム認証条例
2019 年に施行された「都民の就労の支援に係る施策
の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条
例（東京都ソーシャルファーム認証条例）」は，国内で
初めて社会的企業を制度的に認証する仕組みを導入し
た．この条例に基づき，障害者だけでなく，ひとり親や
刑余者，引きこもり・ニート，生活困窮者，高齢者など，
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多様な就労困難者を雇用する事業体がソーシャルファー
ムとして認証され，財政面等で東京都の支援を受けられ
るようになった．東京都ソーシャルファーム認証条例は，
イタリアの社会的協同組合タイプBを手本とする制度と
言えるもので，現状は東京都のみの取り組みに限定され
ているものの，今後，日本の雇用・労働市場に，WISE
的な企業を増やし，普遍主義的な包摂を広げる契機とな
ることが期待されている．

3．ニューロダイバーシティ雇用
近年，日本企業でもニューロダイバーシティ雇用が広

がりつつある．国際的にはSAPが2013年に開始し，Mic-
rosoftなども追随した民間の取り組みで，「ニューロダイ
バーシティ（neurodiversity, 神経学的多様性）」のある人
材の，弱みや機能制限に注目するのではなく，強みの部
分に注目して，主流かつ競争的なキャリアでの採用を促
進するものである．近年，日本でもオムロン株式会社の
「ニューロダイバーシティ採用」など，大企業のいくつ
かにおいて，自閉スペクトラム症の特性を持ちつつ，大
学院等で専門的な学びをしてきた人々について，弱みの
部分には合理的配慮をしつつ，強みを評価して積極的に
専門性の高い業務に採用する事例が生まれている．従来
のメンバーシップ型かつジェネラリスト的な「障害者枠
雇用」とは異なり，高い専門性を活かせる職務等を設定
し，障害のある個人のストレングスやスキルと接続する
ことで，労働市場の主流でのキャリア形成を目指した，
企業主導の支援の実践例となっている．

4．高等教育からキャリア移行支援
日本の大学や大学院において，障害学生の修学支援
からキャリア移行支援への取り組みが広がりつつある．
CRPDの批准に関連して成立した障害者差別解消法の
2016 年の施行以後，日本の大学でも「障害学生支援」
と呼ばれる領域が発展しつつある．個々の大学に支援体
制が整備されるほか，文科省の補助事業を受けた東京大
学の「障害と高等教育に関するプラットフォーム（PHED, 
https://phed.jp/ ）」の取り組みなど，企業やキャリア移
行に関わる中間支援組織，および行政的支援とも連携の
ネットワークを各地で広げる全国的な取り組みも行われ
ている．多様な障害のある学生たちが大学での専門的な
学びを深め，労働市場の主流で活躍することを支える取
り組みの発展が期待されている．前述のニューロダイ
バーシティ雇用との接続や，高学歴の障害者が労働社会
の主流で活躍し，社会的成功を収めることができる方策
が模索されている社会的状況が生まれていると言えるだ
ろう．

VI．今後の展望

日本の雇用政策は依然としてILO第 159 号条約的な枠
組みに留まり，障害者を中心とした限定的支援に偏って

いる面がある．他方で国際的な規範は，障害者だけに限
らない，多様な就労困難者の普遍的な包摂が広がりつつ
あるほか，先進国においては，社会的アイデンティティ
やキャリア形成など，雇用の質の向上を重視する方向に
発展している．日本でも個別の事例では，それぞれに関
連した取り組みの萌芽が見られており，今後の発展が期
待できる状況にある．
加えて，DWやCRPDが示す理念に沿うためには，日
本も縦割りを超えて包括的な政策設計を行う必要がある．
障害者，生活困窮者，病弱者，難病患者，刑余者，高齢
者，引きこもりやニートなど多様な就労困難層を，ワン
ストップで支援する枠組みの構築が求められる．現在の
民間や自治体の萌芽的取り組みを国レベルの政策へ接続
することが重要である．またその際には，障害者雇用率
制度のインセンティブにだけに依拠しない，新しい制度
的インセンティブ（財政支援，税制優遇，優先調達など
多様な選択肢）もまた，普遍主義的な包摂の視点から再
整備されることが期待される．
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